






 











 

 









 

 

 





 

 

 





 

 

 





 

 

 



��■ JAPAN'S REPORT CARD

第６条関連
第１５節
　会議は、核不拡散条約（ＮＰＴ）第６条、および、
１９９５年の決定「核不拡散と核軍縮のための
原則と目標」第３節と第４節（ｃ）の履行のため
の体系的かつ前進的な努力に向けた、以下の
実際的な諸措置について合意する。

１．包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）の早期発
効を達成するために、遅滞なく、無条件に、
憲法上の過程にしたがって、署名し批准す
ることの重要性と緊急性。

２．ＣＴＢＴが発効するまでの、核兵器の爆発実
験またはその他のあらゆる核爆発の一時停止。

３．ジュネーブ軍縮会議（ＣＤ）において、１９９５
年の専門コーディネーターの声明とそこに含
まれる任務に従って、核兵器用およびその
他の核爆発装置用の核分裂性物質の生産
を禁止する、差別的でなく、多国間の、国際
的かつ効果的に検証可能な、条約のための
交渉を、核軍縮および核不拡散という両方
の目的を考慮して、行うことの必要性。ＣＤは、
５年以内に妥結する見通しをもって、このよう
な条約の交渉を即時に開始することを含ん
だ作業プログラムに合意することが求められる。

４．ＣＤにおいて核軍縮を扱う任務をもった適切
な下部機関が設置されることの必要性。Ｃ
Ｄは、このような機関の即時設置を含んだ作
業プログラムに合意することが求められる。

５．核軍縮、核およびその他の軍備管理と削減
措置に適用されるべき、不可逆性の原則。

６．すべての締約国が第６条の下で誓約してい
る核軍縮につながるよう、核兵器国は保有
核兵器の完全廃棄を達成するという明確な
約束をおこなうこと。

７．戦略的安定の基礎として、また、戦略的攻
撃兵器のさらなる削減の基盤として、条約
の規定に従いつつＡＢＭ条約を維持し強化
しながら、ＳＴＡＲＴⅡを早期に発効させ完全
に履行し、ＳＴＡＲＴⅢを可能な限り早期に
妥結すること。

８．アメリカ合衆国、ロシア連邦および国際原
子力機関（ＩＡＥＡ）の三者構想の完成と履行。

９．国際的安定を促進するような方法で、また、
すべてにとって安全保障が減じないとの原
則に則って、すべての核兵器国が核軍縮へ
つながる諸措置をとること：
　――核兵器国による、保有核兵器の一方
的な削減のさらなる努力

　――核兵器能力について、また、第６条にも
とづく合意事項の履行について、核軍縮の
さらなる前進を支えるための自発的な信頼
醸成措置として、核兵器国が透明性を増大
させること。
　――一方的な発議にもとづいて、また、核軍
備削減と軍縮過程の重要な一部分として、

非戦略核兵器をさらに削減すること。
　――核兵器システムの作戦上の地位をさら
に低めるような具体的な合意された諸措置。
　――核兵器が使用される危険を最小限に
押さえるとともに、核兵器の完全廃棄の過
程を促進するために、安全保障政策におけ
る核兵器の役割を縮小すること。
　――すべての核兵器を、適切な早い時期に
おいて、核兵器の完全廃棄につながる過程
に組み込むこと。

１０．すべての核兵器国が、もはや軍事目的に
必要でないと各核兵器国が認めた核分裂
性物質を、そのような物質が永久に軍事プ
ログラムの外に置かれることを保証するため
に、実現可能な早期において、ＩＡＥＡまたは
関連する国際的検証の下に置くという制度。
および、そのような物質を平和目的に移譲す
るという制度。

１１．軍縮過程における国の努力の究極的な目
標は、効果的な国際的管理の下で全面か
つ完全な軍縮であることの再確認。

１２．強化されたＮＰＴ再検討過程の枠組みの中
で、すべての締約国が、第６条、および、１９９
５年の決定「核不拡散と核軍縮のための原
則と目標」の第４節（ｃ）の履行について、１
９９６年７月８日の国際司法裁判所（ＩＣＪ）の
勧告的意見を想起しつつ、定期報告をおこ
なうこと。

１３．核兵器のない世界を達成し維持するため
の核軍縮協定の遵守を保証するために必
要な、検証能力のさらなる開発。

第７条関連
第２節
　本（再検討）会議は、核兵器の完全廃棄が、
核兵器の使用または威嚇を防止する唯一の
絶対的な保証であることを再確認する。会議は、
５核兵器国による、ＮＰＴ締約国である非核兵
器国への法的拘束力を持った安全の保証が、
核不拡散体制を強化することに同意する。会
議は、準備委員会に対して、この問題について
の勧告を２００５年再検討会議に提出すること
を要請する。

第６節
　本（再検討）会議は、さらなる非核地帯条約
を締結しようとして１９９５年以来とられてきた措
置を歓迎しまた支持し、地域の関係諸国間で
自由意志によって達成された制度に基づいて、
国際的に認知された非核地帯を設立することが、
世界の、また地域の平和と安全を強化し、核
不拡散体制を強化し、核軍縮の目的の実現に
貢献するとの確信を再確認する。

http://disarmament.un.org:8080/wmd/npt/
nptrevdocuments.html

資料：（１３＋２）項目全文 
 

２０００年ＮＰＴ再検討会議最終文 
２０００年５月１９日　 
ＮＰＴ／ＣＯＮＦ．２０００／２８ 
 
〈第Ⅰ巻〉 
第１部 
「１９９５年ＮＰＴ再検討延長会議で
採択された決定と決議を考慮に入
れた、ＮＰＴの運用の再検討／強化
されたＮＰＴ再検討過程の有効性
の改善」 
第２部 
「会議の組織と作業」 
〈第Ⅱ巻〉 
第３部 
「会議で出された文書」 
〈第Ⅲ巻〉 
第４部「概略の記録」 
 
第１部の内容 
（条文ごとに、過去５年間の評価と
将来の課題とが混在して記載され
ている。） 
■「１９９５ＮＰＴ再検討・延長会議に
おける決定と決議を考慮に入れた、
条約運用の再検討」 

●第１、２条および前文第１節から３
節――（全１１節） 
●第３条および前文第４、５節。とり
わけ第４条および前文第６、７節と
の関係で。――（全５６節） 

●第４条および前文第６、７節 
・ＮＰＴと核エネルギーの平和利
用――（全１１節） 
・核と放射線の安全性／放射性物
質の安全な輸送／放射性廃棄物
と責任――（全１６節） 
・技術協力――（全１１節） 
・核物質の平和利用への転換――
（全４節） 
● 第５条――（全１節） 
● 第６条および前文第８～１２節――
（全１５節） 
　（核軍縮を論じた部分。第１～１４
節が過去５年間の評価。最後の
第１５節が将来の核軍縮措置を
全１３項目にわたってあげている。
以下に、第１５節全体を訳出する。） 
●第７条および非核兵器国の安全
保障――（全１６節） 
　（このうち、第２節（消極的安全
保証）と第６節（非核地帯）の２つ
を訳出する。第１６節「地域的課題」
の中に、「中東問題」として全１０
項目、「南アジア問題その他」（北
朝鮮を含む）として全１６項目を
含む。） 
● 第９条――（全１０節） 
■「強化されたＮＰＴ再検討過程の
有効性の改善」――（全９節） 






